
 

 

第１回 職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会 

（議事次第） 

 

日時：令和２年８月２７日（木） 

   １５：００～１７：００ 

場所：省議室（厚生労働省９階） 

 

 

１．研究会の開催について 

２．職場適応援助者（ジョブコーチ）制度と養成研修の現状等について 

３．研究会における論点について 

４．その他 

 

 

【配布資料】 

資料１－１：職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会開催要綱 

資料１－２：今後のスケジュール（案） 

資料２－１：ジョブコーチ支援制度と養成研修の現状について 

資料２－２：職場適応援助者（ジョブコーチ）の現状と課題に関するアンケート

調査の概要 

資料３：研究会における論点（案） 

 

【参考資料】 

参考資料１：研究会の公開の取扱いについて 

参考資料２：職場適応援助者養成研修の現行カリキュラム 

参考資料３－１：障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会

報告書（平成２１年３月）本文抜粋 

参考資料３－２：障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会

報告書（平成２１年３月）調査結果抜粋 

参考資料４：ジョブコーチ支援制度と養成研修に関するこれまでの検討経緯 



 

 

職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会開催要綱 
 

 

１ 開催の趣旨・目的 

職場適応援助者（以下「ジョブコーチ」という。）の養成については、平成 18

年度に現行の研修制度が開始され、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）

及び厚生労働大臣指定の研修機関により研修が行われている。 

近年、研修の受講ニーズの増加に対応するため、実施回数・開催場所を拡充し

ており、令和元年度は企業在籍型・訪問型合わせて約 1,400 人の養成を行った。 

研修のあり方については、平成 20 年度「障害者の一般就労を支える人材の育

成のあり方に関する研究会」の中で検討を行い、研修カリキュラムの見直し等を

行ったが、10年以上大幅な見直しを行っていない状況である。この間、障害者雇

用の進展、精神・発達障害者の雇用の著しい増加、就労系福祉サービス事業所の

増加・多様化、新たな就労系福祉サービス事業の創設等により、ジョブコーチに

求められる役割・スキルが変わってきているものと考えられる。 

そこで、ジョブコーチ養成研修について、現在のニーズに合ったカリキュラム

の見直し及び研修方法について検討を行い、ジョブコーチの対応力の向上を図る。 

 

２ 主な検討事項 

（１）ジョブコーチに求められる役割・必要なスキルについて 

（２）ジョブコーチ養成研修のカリキュラムの見直しについて 

（３）ジョブコーチ養成研修の研修方法の見直しについて 

（４）その他 

 

３ 研究会の運営 

（１）研究会は、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課長が、学識経験者及び実

務経験者の参集を求め、開催する。 

（２）研究会の座長は、参集者の互選により選出する。 

（３）座長が、必要があると認めるときは、関係者の参加を求めることができる。 

（４）研究会の議事については、別に研究会において申し合わせた場合を除き、公

開とする。 

（５）研究会の庶務は、厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課地域就労支援室に

おいて行う。 

 

４ 参集者 

  別紙の通り 

 

５ 開催時期 

  令和２年８月～ 

  

資料１－１ 



 

 

（別紙） 

職場適応援助者養成研修のあり方に関する研究会参集者 

 

朝日 雅也 埼玉県立大学保健医療福祉学部教授 

 

井田 泰正 ANA エアポートサービス株式会社 

      人事部ビジネスサービス課 企業在籍型職場適応援助者 

 

岡本 ルナ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

      東京障害者職業センター主幹 

 

小川  浩 大妻女子大学人間関係学部教授 

 

酒井 京子 ジョブコーチ連絡協議会会長 

 

佐藤 正美 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

      職業リハビリテーション部研修課長 

 

鈴木  修 特定非営利活動法人くらしえん・しごとえん代表理事 

 

征矢  孝 渋谷公共職業安定所専門援助第二部門統括職業指導官 

 

高岡 浩子 医療法人永寿会恩方病院看護師長 

 

松為 信雄 東京通信大学人間福祉学部教授 

 

山地 圭子 社会福祉法人多摩棕櫚亭協会  

障害者就業・生活支援センター オープナー施設長 

 

（五十音順、敬称略） 



 

 

今後のスケジュール（案） 
 

 

第１回（令和２年８月27日） 

○研究会の開催について 

○今後の研究会の進め方について 

 ○ジョブコーチ支援制度と養成研修の現状について  

    

第２回（令和２年９月28日） 

○ＪＣに求められる役割・必要なスキルについて 

 ○養成研修のカリキュラムの見直しについて 

  

第３回（令和２年11月頃） 

○前回までの議論のまとめと続き 

 ○養成研修の研修方法等の見直しについて 

  

第４回（令和２年12月頃） 

○前回までの議論のまとめと続き 

 ○報告書（骨子案） 

  

第５回（令和３年１月頃） 

○報告書（案） 

 

資料１－２ 



ジョブコーチ支援制度と養成研修の現状等について

資料２－１

令和２年８月２７日
厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課



職場適応援助者（ジョブコーチ）による支援

障害者の職場適応を容易にするため、ジョブコーチが職場を訪問し、
・ 障害者に対する職務の遂行や職場内のコミュニケーションに関する支援
・ 事業主や同僚などに対する職務や職場環境の改善の助言を実施

職場適応上の
課題を分析し、
集中的に改善を
図る

支援ノウハウの伝授や
キーパーソンの育成に
より、支援の主体を
徐々に職場に移行

数週間～
数か月に
一度訪問

移行支援
週１～２日訪問

集中支援
週３～４日訪問

フォローアップ

支援期間１～８か月（標準２～４か月）
※地域障害者職業センターの場合

＜支援内容＞

家族上司・同僚

事 業 主
(管理監督者・人事担当者)

ジョブコーチ

障 害 者

・ 障害の理解に関する社内啓発

・ 障害者との関わり方に関する助言

・ 指導方法に関する助言

・安定した職業生活を送るための家族
の関わり方に関する助言

・障害特性に配慮した雇用管理に関する支援
・配置、職務内容の設定に関する支援

・職務の遂行に関する支援

・職場内のコミュニケーションに関する支援

・体調や生活リズムの管理に関する支援

＜標準的な支援の流れ＞ ＜ジョブコーチ養成実績（令和元年度）＞

計1,418人（10,939人）

－訪問型ジョブコーチ（福祉施設型） 588人（7,105人）

－企業在籍型ジョブコーチ（事業所型） 830人（3,834人）
※（ ）内は、養成研修開始（平成17年度）からの養成実績累計

＜地域障害者職業センターのジョブコーチによる支援実績＞

・支援対象者 3,321人

・職場定着率（支援終了後６か月時点） 89.3％
（支援終了後６ヵ月時点：H30年10月～R元年９月までの支援終了者の実績）
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職場適応援助者（ジョブコーチ）の種類

配置型ジョブコーチ 訪問型ジョブコーチ 企業在籍型ジョブコーチ

所属／身分
地域障害者職業センターの

職員（非常勤嘱託）
就労支援を行っている

社会福祉法人等に所属する者
障害者を雇用している
企業等に雇用される者

主な活動場所 支援対象労働者が雇用されている又
は雇用される予定である事業所

支援対象労働者が雇用されている又
は雇用される予定である事業所

自社

ジョブコーチ数
（令和元年度）

３１３人
５６８人

（※助成金（※１）を活用して支援を実
施したジョブコーチ数）

２３２人
（※助成金（※１）を活用して支援を実施

したジョブコーチ数）

要件
障害者関係業務の経験を有し、機構
（※２）が委嘱した者
委嘱後は、原則として研修を受講

訪問型ジョブコーチ養成研修を修了し、
障害者の就労支援に係る業務経験が
１年以上ある者

企業在籍型ジョブコーチ養成研修等を修
了した者

公的助成

活動経費は運営費交付金により支
出

地域障害者職業センターが策定又は
承認した支援計画に基づき支援を実
施した場合は、障害者雇用安定助成
金（職場適応援助コース）により活動
費を助成

▶１日の支援時間によって、日額最大
16,000円

地域障害者職業センターが策定又は承
認した支援計画に基づき支援を実施した
場合は障害者雇用安定助成金（職場適
応援助コース）により活動費を助成
▶月額最大１２万円

※２ 高齢・障害・求職者雇用支援機構

※１ 障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）



○ 職業評価
就職の希望などを把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基に就職して職場に適応するために必要な支援内容・方法等を

含む、個人の状況に応じた職業リハビリテーション計画を策定。

○ 職業準備支援
ハローワークにおける職業紹介、ジョブコーチ支援等の就職に向かう次の段階に着実に移行させるため、センター内での作業体

験、職業準備講習、社会生活技能訓練を通じて、基本的な労働習慣の体得、作業遂行力や職業能力の向上、コミュニケーション能
力・対人対応力の向上を支援。

○ 職場適応援助者（ジョブコーチ）支援事業
障害者の円滑な就職及び職場適応を図るため、事業所にジョブコーチを派遣し、障害者及び事業主に対して、雇用の前後を通じ

て障害特性を踏まえた直接的、専門的な援助を実施。

○ 精神障害者総合雇用支援
精神障害者及び事業主に対して、主治医等の医療関係者との連携の下、精神障害者の新規雇入れ、職場復帰、雇用継続のた

めの様々な支援ニーズに対して、専門的・総合的な支援を実施。

○ 事業主に対する相談・援助
事業主に対して、障害者の従事しやすい職務の設計、わかりやすい指導の方法などを、雇入れの段階から定着に至るまで一貫し

て実施。

○ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施
障害者就業・生活支援センターその他の関係機関や事業主に対し、職業リハビリテーションに関する助言・援助を行うほか、関係

機関の職員等の知識・技術等の向上に資するため、マニュアルの作成や研修等を実施。

地域障害者職業センターの概要

○ 地域障害者職業センターは、公共職業安定所等の地域の就労支援機関との密接な連携のもと、障害者に対する専門的

な職業リハビリテーションを提供する施設として、全国４７都道府県（ほか支所５か所）に設置。

○ 障害者一人ひとりのニーズに応じて、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリ
テーションを実施するとともに、事業主に対して、雇用管理に関する専門的な助言その他の支援を実施。また、地域の関係
機関に対して、職業リハビリテーションに関する助言・援助等を実施。
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障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）

◎ 支援内容 ◎ 標準的な支援の流れ（支給対象期間）

職場適応・定着に特に課題を抱える障害者に対して、雇入れ後の職場適応・定着を図るために、
職場適応援助者による直接的・専門的な支援を提供する事業主に対して助成金を支給。

１ 趣旨

１ 対象事業主
（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構地域障害者職業センターが、障害者の職場適応の観点から課題を解決するために必要とする支援内容や
程度を勘案して作成又は承認した職場適応援助計画があり、これに基づき職場適応援助者による支援を提供する事業主

２ 支給額
○ 支援計画に基づいて支援を行った日数／月数に、それぞれ以下の日額／月額単価を掛けて算出された額

・ 訪問型（日額） １日の支援時間（移動時間を含む）の合計が４時間以上の日 16,000円
４時間未満の日 8,000円

※ただし、精神障害者を支援する場合は、３時間以上４時間未満16,000円）
・ 企業在籍型（月額）大企業 ６万円（対象労働者が短時間労働者の場合 ３万円）

中小企業８万円（対象労働者が短時間労働者の場合 ４万円）
※ ただし、精神障害者に対する支援を行う場合は大企業９万円（短時間５万円）

中小企業12万円（短時間６万円）
○ 支援の実施のために新たに職場適応援助者を養成した場合、養成研修受講経費の１／２

不適応課題の詳細を

分析し、集中的に改

善を図る

支援ﾉｳﾊｳの伝授やｷｰ

ﾊﾟｰｿﾝの育成により、

支援の主体を徐々に

職場に移行

数週間～数ヶ月に

一度様子確認

移行支援集中支援 フォロー
アップ

障害者

家族
上司・同僚

事業主
（管理監督者・
人事担当者）

・ 障害特性に配慮した対応
方法に係る助言・援助
・ 配置、職務内容の設定に
関する助言

・障害の理解に係る社内啓発
・障害者との関わり方に関する助言
・指導方法に関する助言

・ 業務遂行力の向上支援
・ 職場内コミュニケー
ション能力の向上支援

・ 健康管理、生活リズムの
構築支援

安定した職業生活を送るための家
族の関わり方に関する助言

職場適応
援助者

訪
問
型

１回最大6か月
※１人あたり合計最大12か月
（精神障害者は最大18か月）

企
業
在
籍

型

１回最大1年8か月（精神障害者2年8か月）
内訳：集中・移行支援機関 最大8か月

フォローアップ期間 最大1年
（精神障害者 2年）

２ 内容

4



5

職場適応援助者（ジョブコーチ）の養成研修の概要

従来、（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構のみでジョブコーチ研修を実施。

平成１８年度から民間においても大臣指定研修を開始。現在７機関が指定を受けて研修を実施。

１． （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構の研修の概要

（１）対象者 ： 障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）を活用して活動する見込み
のある者等

（２）回数 ： 年１０回（４月、６月、９月、１０月、１２月、翌２月）
※４月、６月、９月、１２月は千葉及び大阪の２か所で開催
※回数は令和２年度当初の予定。コロナウイルス感染拡大防止のため、４月は延期、６月は中止。

（３）内容 ： 以下の①と②の双方を受講。４２時間（８日間）程度。
①集合研修（千葉又は大阪（４月、６月、９月、１２月のみ）：講義を中心とした集合研修。
②実技研修（各地域センター）：演習、ケーススタディ等が中心の研修。

（４）費用 ： 研修費用は無料。旅費は、受講者又は受講者が所属する法人･事業所が負担。

２．大臣指定の研修の概要

（１）対象者 ： １．（１）のほか、ジョブコーチ支援の知識・技術を習得したい就労支援の担当者

（２）回数 ： 年１２回（６機関計）

（３）内容 ： 局長通達で定めるモデルカリキュラムに従って４２時間以上で自由に設定。6～7日間程度。

（４）費用 ： 研修費用は５万円前後（※）。旅費は、１．（４）と同じ。

※養成研修の修了後６か月以内に、助成金を活用して支援を実施した場合に、１／２の額を助成。

（５）開催場所（令和２年度） ： ３回開催 ／ 大阪、東京（うち１回は企業在籍型のみ）

２回開催 ／ 兵庫（訪問型のみ）

： １回開催 ／ 北海道、静岡、愛知、長崎

※回数は令和２年度当初の予定。コロナウイルス感染拡大防止のため、延期または中止の対応を実施。

※学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学及び高等専門学校並びに同法第１２４条に規定する専修学校が在学生を対象として実施する
職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修は上記の内容とカリキュラムが異なる。（現在１機関が実施）



令和２年度における職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修の概要
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○配置型職場適応援助者養成研修
実施主体 回数 定員 研修時間 実施地域 受講対象者

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 年6回
若干名

42時間（8日間）程度
集合研修：千葉県 地域障害者職業センターにおいて配置型職場適応援助者として新たに

委嘱された者※（特段の定員数なし） 実技研修：地域障害者職業センター

○訪問型職場適応援助者養成研修
実施主体 回数 定員 研修時間 実施地域 受講対象者

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 年10回

千葉：68名程度/回
大阪：24名程度/回

42時間（8日間）程度

集合研修：令和２年4月、6月、9月、12月は千葉
県及び大阪府で開催、10月及び翌年2月は千葉

県で開催
障害者の就労支援を行う法人等に雇用されている者であって、同支援に
係る経験が1年以上あり、障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助
コース）を活用した訪問型職場適応援助を予定している者等（訪問型と企業在籍型合

せて）
実技研修：地域障害者職業センター

厚生労働大臣が指定する研修

（NPO）ジョブコーチ・ネットワーク 年3回 36名程/回 43時間（6日間） 東京都2回、大阪府
障害者の就職支援に携わっているか、近い将来携わることを予定してい
る者で、ジョブコーチに関する専門性の習得を希望する者

（NPO）大阪障害者雇用支援ネットワーク 年2回 25名程度/回 42時間（6日間） 大阪府
就労支援機関、福祉施設職員等の就労支援に携わる人、およびこれか
ら携わろうとしている人

（NPO）くらしえん・しごとえん 年2回 30名程度/回 42時間（6日間） 静岡県、愛知県
障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に所属し、ジョブ
コーチの支援技術の習得を希望する者で、障害者の就労支援に係る経
験が一定程度ある者

（NPO）全国就業支援ネットワーク 年2回 30名程度/回 42時間（6日間） 兵庫
障害者の就労支援に従事した経験がある人、又は今後従事する予定の
ある者で、ジョブコーチ支援に関する知識技能の習得を希望する者

（NPO）なよろ地方職親会 年1回 20名程度 42時間（6日間） 北海道
障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に所属し、ジョブ
コーチの支援技術の習得を希望する者で、障害者の就労支援に係る経
験が一定程度ある者

（社福）南高愛隣会 年1回 30名程度 43時間（6日間） 長崎県
障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に所属し、ジョブ
コーチの支援技術の習得を希望する者で、障害者の就労支援に係る経
験が一定程度ある者

（学）大妻学院
※大妻女子大学在学生向け

- 10名程度 150時間（3年間） 東京都

大妻女子大学人間関係学部に在籍する者であって、社会福祉士又は精
神保健福祉士の国家試験受験資格取得を目指す者、かつ卒業後に就
労支援及び障害者雇用に係る業務を行うことを希望している者で、ジョブ
コーチに関する専門性の修得を希望する者

○企業在籍型職場適応援助者養成研修
実施主体 回数 定員 研修時間 実施地域 受講対象者

（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 年10回

千葉：68名程度/回
大阪：24名程度/回

42時間（8日間）程度

集合研修：令和２年4月、6月、9月、12月
は千葉県及び大阪府で開催、10月及び翌年2月

は千葉県で開催
障害者を雇用している又は雇用しようとしている事業主に雇用されている
者であって、障害者雇用安定助成金（障害者職場適応援助コース）を活
用した企業在籍型職場適応援助を予定している者等（訪問型と企業在籍型合

せて）
実技研修：地域障害者職業センター

厚生労働大臣が指定する研修

（NPO）ジョブコーチ・ネットワーク 年4回
36名程度（東京/回）

12名程度（大阪）
43時間（6日間） 東京都3回、大阪府

障害者を雇用している企業、またはこれから雇用を予定している企業で、
障害者の雇用管理又は障害者に対する指導に携わっている者

（NPO）大阪障害者雇用支援ネットワーク 年2回 25名程度/回 42時間（6日間） 大阪府
事業所内で障害者の支援に携わる人、およびこれから携わろうとしてい
る人

（NPO）くらしえん・しごとえん 年2回 30名程度/回 42時間（6日間） 静岡県、愛知県
障害者の就労支援を実施するにあたり、ジョブコーチの支援技術の習得
を希望する者

（NPO）なよろ職親会 年1回 20名程度 42時間（6日間） 北海道
障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に所属し、ジョブ
コーチの支援技術の習得を希望する者で、障害者の就労支援に係る経
験が一定程度ある者

（社福）南高愛隣会 年1回 10名程度 43時間（6日間） 長崎県
障害者の就労支援を実施している法人または専門機関に所属し、ジョブ
コーチの支援技術の習得を希望する者で、障害者の就労支援に係る経
験が一定程度ある者

（学）大妻学院
※大妻女子大学在学生向け

- 10名程度 150時間（3年間） 東京都

大妻女子大学人間関係学部に在籍する者であって、社会福祉士又は精
神保健福祉士の国家試験受験資格取得を目指す者、かつ卒業後に就
労支援及び障害者雇用に係る業務を行うことを希望している者で、ジョブ
コーチに関する専門性の修得を希望する者

※計画は令和２年度当初の予定。コロナウイルス感染拡大防止のため、延期または中止の対応を実施。



職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修の実績
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（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 厚生労働大臣が指定した研修の実施機関
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（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 厚生労働大臣が指定した研修の実施機関

訪問型 JEED
大臣指定の
研修機関

計

H22 107 379 486

H23 108 420 528

H24 112 445 557

H25 83 465 548

H26 76 404 480

H27 133 368 501

H28 165 375 540

H29 175 338 513

H30 247 373 620

R01 255 333 588

企業在籍
型

JEED
大臣指定の
研修機関

計

H22 23 97 120

H23 18 126 144

H24 39 123 162

H25 31 121 152

H26 53 179 232

H27 108 203 311

H28 155 192 347

H29 199 249 448

H30 475 284 759

R01 529 301 830



ジョブコーチの活動実績

１ ジョブコーチとして活動している者数

8

306 309 310 310 312 312 312 312 312 313

744 777 784 744 759 730
549

720
548 568

92
120 139 158

208

43

98

148

207 232

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

配置型ジョブコーチ 訪問型ジョブコーチ

企業在籍型ジョブコーチ

3,302 3,342 3,670 3,749 3,616 3,574 3,574 3,641 3,497 3,321

2,931 2,945 
3,107 3,071 3,056 

1,326 1,505 1,387
1,162

1,033

39 53 
94 122 102 

67
143 186

228
254

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 元年度

配置型ジョブコーチ 訪問型ジョブコーチ

企業在籍型ジョブコーチ

２ ジョブコーチ支援開始者数
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＜障害者の数（千人）＞
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ジョブコーチを取り巻く状況の変化 ①障害者雇用の進展

（令和元年６月１日現在）

○ 民間企業の雇用状況
雇用者数 56.1万人 （身体障害者35.4万人、知的障害者12.8万人、精神障害者7.8万人）
実雇用率 2.11％ 法定雇用率達成企業割合 48.0％

○ 雇用者数は16年連続で過去最高を更新。障害者雇用は着実に進展。

法定雇用率1.8%
(平成10年～）

法定雇用率2.0%

法定雇用率2.2%

障害者雇用の状況
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ハローワークにおける障害者の職業紹介状況

○ 令和元（2019）年度の就職件数・新規求職申込件数は、前年度から更に増加。

○ 就職件数は103,163件と11年連続で増加。新規求職申込件数は223,229件と20年連続で増加。
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ジョブコーチを取り巻く状況の変化 ②精神・発達障害者の求職・就職者数の増加
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ハローワークにおける職業紹介状況(障害種別）①

知的障害者身体障害者
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精神障害者
その他

（発達障害、高次脳機能障害など）
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ハローワークにおける職業紹介状況(障害種別）②
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全 数 全 数

身体障害者

知的障害者

精神障害者
その他

精神障害者

知的障害者

その他

身体障害者

４５，２５７件 １０３，１６３件

49.0％

22,172件

25.3％

11,440件

24.1％
10,929件 1.6％

716件

48.1％
49,612件

21.2％

21,899件

6.0％
6,168件

24.7％

25,484件

平成21年度 令和元年度

ハローワークにおける職業紹介状況（就職件数）
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業務の内容

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を必要

とする障害のある方に対し、センター窓口での

相談や職場・家庭訪問等を実施します。

＜就業面での支援＞

○ 就業に関する相談支援

・就職に向けた準備支援（職業準備訓練、

職場実習のあっせん）

・就職活動の支援

・職場定着に向けた支援

○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえ

た雇用管理についての事業所に対する助言

○ 関係機関との連絡調整

＜生活面での支援＞

○ 日常生活・地域生活に関する助言

・生活習慣の形成、健康管理、金銭管理

等の日常生活の自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、

生活設計に関する助言

○ 関係機関との連絡調整

雇用と福祉のネットワーク

障害のある方

相談

地域障害者

職業センター

専門的支援
の依頼

生活支援
（生活支援担当者1名）

就業支援
（就業支援担当者2～7名）

ハローワーク

事業主

職場適応支援

求職活動支援

特別支援学校
連携

保健所
保健サービスの

利用調整

福祉事務所
福祉サービスの

利用調整

医療機関

医療面の相談

○ 関係機関と

の連絡調整

○ 日常生活・

地域生活に関

する助言

○ 就業に関す

る相談支援

○ 障害特性を踏

まえた雇用管理

に関する助言

○ 関係機関と

の連絡調整

一

体

的

な

支

援

自立・安定した職業生活の実現

技術的支援

就労移行支援
事業者等基礎訓練の

あっせん

対象者の送り
出し

障害者の身近な地域において就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う「障害者就業・生活支援セン
ター」を設置（令和２年４月現在 335センター）

【元年度実績】 支援対象者数 197,631人
定着率79.9％（１年）（身体81.7%、知的84.1%、精神74.8%）

障害者就業・生活支援センター
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障害種別支援対象者の推移【H26～R1】

障害者就業・生活支援センターにおける支援対象者の状況（障害別）

22,615人

22,443人

22,506人

21,375人

20,360人

19,521人

91,991人

88,061人

85,482人

79,542人

74,181人

68,893人

73,250人

68,883人

63,782人

57,153人

50,812人

44,737人

9,775人

9,053人

9,459人

8,564人

8,169人

7,687人

197,631人

188,440人

181,229人

166,634人

153,522人

140,838人

0人 50,000人 100,000人 150,000人 200,000人 250,000人

元年度

30年度

29年度

28年度

27年度

26年度

身体障害 知的障害 精神障害 その他の障害

4.9％増

11.4% 46.5% 37.1%

13.9% 48.9% 31.8% 5.5%

5.0

H26→R1
・全支援者数＋４０％
・うち精神 ＋６４％
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地域障害者職業センターの配置型ジョブコーチの実績
【支援開始者数（障害別）】

16
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22.0%, 736
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24.7%, 894

24.0%, 857

26.0%, 931
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26.9%, 894

15.5%, 513
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障害者総合支援法における就労系障害福祉サービス

ジョブコーチを取り巻く状況の変化
③就労系福祉サービス事業所の増加・多様化、福祉・教育から一般就労への移行の促進
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就労移行支援事業
(規則第6条の9)

就労継続支援Ａ型事業
（規則第6条の10第1項）

就労継続支援Ｂ型事業
（規則第6条の10第2項）

就労定着支援事業
(規則第6条の10)

事

業

概

要

通常の事業所に雇用されることが可能と見

込まれる者に対して、①生産活動、職場体

験等の活動の機会の提供その他の就労に

必要な知識及び能力の向上のために必要

な訓練、②求職活動に関する支援、③その

適性に応じた職場の開拓、④就職後におけ

る職場への定着のために必要な相談等の

支援を行う。

（標準利用期間：２年）

※ 必要性が認められた場合に限り、最大１年間

の更新可能

通常の事業所に雇用されることが困難であ

り、雇用契約に基づく就労が可能である者

に対して、雇用契約の締結等による就労の

機会の提供及び生産活動の機会の提供そ

の他の就労に必要な知識及び能力の向上

のために必要な訓練等の支援を行う。

（利用期間：制限なし）

通常の事業所に雇用されることが困難であ

り、雇用契約に基づく就労が困難である者

に対して、就労の機会の提供及び生産活動

の機会の提供その他の就労に必要な知識

及び能力の向上のために必要な訓練その

他の必要な支援を行う。

（利用期間：制限なし）

就労移行支援、就労継続支援、生活介護、

自立訓練の利用を経て、通常の事業所に新

たに雇用され、就労移行支援等の職場定着

の義務・努力義務である６月を経過した者に

対して、就労の継続を図るために、障害者を

雇用した事業所、障害福祉サービス事業者、

医療機関等との連絡調整、障害者が雇用さ

れることに伴い生じる日常生活又は社会生

活を営む上での各般の問題に関する相談、

指導及び助言その他の必要な支援を行う。

（利用期間：３年）

対

象

者

① 企業等への就労を希望する者

※平成30年4月から、65歳以上の者も要件

を満たせば利用可能。

① 移行支援事業を利用したが、企業等の

雇用に結びつかなかった者

② 特別支援学校を卒業して就職活動を

行ったが、企業等の雇用に結びつかな

かった者

③ 就労経験のある者で、現に雇用関係の

状態にない者

※平成30年4月から、65歳以上の者も要件

を満たせば利用可能。

① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面

で一般企業に雇用されることが困難となった者

② 50歳に達している者又は障害基礎年金

1級受給者

③ ①及び②に該当しない者で、就労移行

支援事業者等によるアセスメントにより、

就労面に係る課題等の把握が行われて

いる者

① 就労移行支援、就労継続支援、生活介

護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移

行した障害者で、就労に伴う環境変化に

より生活面・就業面の課題が生じている者

であって、一般就労後６月を経過した者

報酬

単価

５０２～１，０９４単位／日
＜定員20人以下の場合＞

※定員規模に応じた設定

※就職後６月以上の定着率が高いほど高い

報酬

３２４～６１８単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均労働時間が長いほど高い報酬

５６５～６４９単位／日
＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

※利用定員、人員配置に応じた設定

※平均工賃月額が高いほど高い報酬

１，０４５～３，２１５単位／月
＜利用者数20人以下の場合＞

※利用者数に応じた設定

※就労定着率（過去３年間の就労定着支援

の総利用者数のうち前年度末時点の就労

定着者数）が高いほど高い報酬

事業

所数

3,001事業所

（国保連データ令和２年４月）

3,818事業所

（国保連データ令和２年４月）

13,212事業所

（国保連データ令和２年４月）

1,228事業所

（国保連データ令和２年４月）

利用

者数

33,619人

（国保連データ令和２年４月）

72,187人

（国保連データ令和２年４月）

271,777人

（国保連データ令和２年４月）

10,568人

（国保連データ令和２年４月）
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【出典】社会福祉施設等調査

一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）

○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、毎年増加しており、平成30年度では約２万人の
障害者が一般企業へ就職している。

○ また、サービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合（移行率）を見ると、就労移行支援における移行率
は５割を超え、徐々に上昇しているものの、就労継続支援Ａ型やＢ型では横ばいや低下傾向にある。
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＜サービス利用終了者に占める
一般就労への移行者の割合の推移＞



○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

■ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に合った職場への就労等が見込まれる障害者
※ 休職者については、所定の要件を満たす場合に利用が可能であり、復職した場合に一般就労への移行者となる。
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた者は当該サービスについて引き続
き利用することが可能

■ 一般就労等への移行に向けて、事業所内での作業等を通じた就労に必要な訓練、適性に合った
職場探し、就労後の職場定着のための支援等を実施

■ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場実習等によるサービス
を組み合わせた支援を実施

■ 利用者ごとに、標準期間（24ヶ月）内で利用期間を設定
※ 市町村審査会の個別審査を経て、必要性が認められた場合に限り、最大１年間の更新可能

■ サービス管理責任者
■ 職業指導員

生活支援員
■ 就労支援員 → １５：１以上

○ 報酬単価（平成３０年報酬改定以降、定員規模別に加え、就職後６月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬）

移行準備支援体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ) 41､100単位
⇒ Ⅰ：施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合
⇒ Ⅱ：施設外就労として、請負契約を結んだ企業内で業務を行った場合

就労支援関係研修修了加算 6単位
⇒ 就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合

※ H３０年～見直し

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
⇒ Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
⇒ Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合

※ H30～資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加
⇒ Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

基本報酬 主な加算

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

６：１以上

改定前 令和元年10月～

基本報酬 就職後６月以上定着率 基本報酬

804単位

５割以上 1,094単位／日

４割以上５割未満 939単位／日

３割以上４割未満 811単位／日

２割以上３割未満 689単位／日

１割以上２割未満 567単位／日

０割超１割未満 527単位／日

０ 502単位／日

＜定員20人以下の場合＞

※ 上表以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設定あり
（21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81人以上）

就労移行支援

○事業所数 ○利用者数（国保連令和 年 月実績）2 4 （国保連令和 年 月実績）2 43,001 33,619
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○ 就労移行支援の令和元年度費用額は約６５１億円であり、介護給付・訓練等給付費総額の約
２．９％を占めている。

○ 利用者数及び事業所数については平成30年度より減少している。

総費用額の推移 利用者数の推移 事業所数の推移
（百万円） （ヵ所）（人）

【出典】国保連データ（利用者数及び事業所数は各年3月サービス提供分）

就労移行支援の現状
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33.8%
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【出典】国保連データ（各年度とも3月サービス提供分）

事業所数の推移 設置主体別割合の推移

○ 就労移行支援事業の事業所数は平成30年度より減少しており、事業所の設置主体を見ると、
営利法人が設置する事業所が増加している。

2,985

3,421

就労移行支援事業所の設置主体別の状況
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平成26年12月

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者

利用者の障害種別の分布状況

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 合計

Ｈ２６.１２ 2,703 12,490 13,234 23 79 28,529

Ｈ２７.１２ 2,694 12,146 15,619 36 85 30,580

Ｈ２８.１２ 2,599 11,777 17,168 31 104 31,679

Ｈ２９.１２ 2,672 11,377 19,270 32 142 33,493

Ｈ３０.１２ 2,539 10,365 20,369 36 144 33,453

Ｒ１.１２ 2,527 9,474 21,589 41 158 33,789

【出典】国保連データ

（単位：人）

○ 身体障害者、知的障害者の利用割合は減少傾向にある。

○ 精神障害者の利用割合は増加傾向にあり、全利用者の５割以上を占める。

利用者の障害種別分布状況（就労移行支援）
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○対象者

○サービス内容 ○主な人員配置

■ 就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化により生活面・就業面の
課題が生じている者であって、一般就労後６月を経過した者

■ 障害者との相談を通じて日常生活面及び社会生活面の課題を把握するとともに、企業や関係機関等との
連絡調整やそれに伴う課題解決に向けて必要となる支援を実施

■ 利用者の自宅・企業等を訪問することにより、月１回以上は障害者との対面支援
■ 月１回以上は企業訪問を行うよう努める
■ 利用期間は3年間(経過後は必要に応じて障害者就業・生活支援センター等へ引き継ぐ）

職場適応援助者養成研修修了者配置体制加算 120単位／月
⇒ 職場適応援助者（ジョブコーチ）養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置

している場合

特別地域加算 240単位／月
⇒ 中山間地域等の居住する利用者に支援した場合

初期加算 900単位／月（1回限り）
⇒ 一体的に運営する移行支援事業所等以外の事業所から利用者を受け入れた場合

基本報酬 主な加算

就労定着実績体制加算 300単位／月
⇒ 就労定着支援利用終了者のうち、雇用された事業所に3年6月以上念月未満の機関

継続して就労している者の割合が7割以上の事業所を評価する

■ サービス管理責任者 ６０：１

■ 就労定着支援員 ４０：１
(常勤換算)

企業連携等調整特別加算 240単位／月
⇒ 支援開始1年以内の利用者に対する評価

＜利用者数20人以下の場合＞

※ 自立生活援助、自立訓練（生活訓練）との併給調整を行う。
※ 職場適応援助者に係る助成金との併給調整を行う。

○ 報酬単価（令和元年10月～）利用者数規模別に加え、就労定着率（過去３年間の就労定着支援の総利
用者数のうち前年度末時点の就労定着者数）が高いほど高い基本報酬

※  上表以外に、利用者数に応じた設定あり（21人以上40人以下、41人以上）

就労定着率 基本報酬

９割以上 3,215単位／月

８割以上９割未満 2,652単位／月

７割以上８割未満 2,130単位／月

５割以上７割未満 1,607単位／月

３割以上５割未満 1,366単位／月

１割以上３割未満 1,206単位／月

１割未満 1,045単位／月

就労定着支援

○事業所数 ○利用者数（国保連令和 年 月実績）2 4 （国保連令和 年 月実績）2 41,228 10,568
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【出典】令和２年４月国保連データ
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※学校数は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校及び複数の障害を有する者については、
それぞれの障害種に集計している。このため、学校数及び在籍者数の障害種別数値の合計は計と一致しない。

（出典）学校基本統計

【令和元年度の状況】
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移（各年度５月１日現在）

計

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

聴覚障害

視覚障害

学校数 1,013校 1,026校 1,030校 1,039校 1,049校 1,059校 1,080校 1,096校 1,114校 1,125校 1,135校 1,141校 1,146校

（名）

特別支援学校の児童生徒数・学校数の推移

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計

学校数 82 118 786 352 151 1,146

在籍者数 5,083 8,175 131,985 31,094 18,863 144,434

※在籍者数は、平成18年度までは在籍する学校の障害種別により集計していたため、複数の障害を有する者については、在籍する学校の障害種以外の障害について集
計していない。 平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度 へ転換したため、複数の障害を有する者については、障害種のそれぞれに集計して
いる。このため、障害種別の在籍者数の数値の合計は計と一致しない。
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特別支援教育特別支援学校高等部（本科）卒業後の状況

（平成31年３月卒業者）

区分 卒業者 進学者
教育訓練
機関等

就職者
社会福祉施設等
入所・通所者

その他

計
21,764人 377人 326人 7,019人 13,199人 843人

(1.7%) (1.5%) (32.3%) (60.6%) (3.9%)

（各年３月時点）

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

進学者、教育訓練機関等 就職者 社会福祉施設等入所・通所者 その他

進学者、教育訓練機関 7.0% → 3.2%
その他 12.1% → 3.9%

社会福祉施設等入所・通所者 H19：57.8% → H31：60.6%
就職者 23.1% → 32.3%
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障害者の職場定着状況について、知的障害や発達障害の場合に比較的安定しているのに対して、特
に、精神障害については定着が困難な者が多い状況となっている。一方で、支援制度の利用があると
定着率が高くなっている。

障害者の職場定着率（障害種類別）

出典：『障害者の就業状況等に関する調査研究』 （2017年、JEED）

（職場定着率）

（経過期間）

障害者の定着状況について

89.6%

74.3%71.8%

52.7%

96.7%

81.5%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

支援制度あり

支援制度なし

障害者トライアル雇用

配置型ジョブコーチ支援

訪問型職場適応援助者

促進助成金
特定求職者雇用開発助

成金

8

777.8%

60.8%

85.3%

68.0%69.9%

49.3%

84.7%

71.5%

40%

60%

80%

100%

身体障害者（1328

人）

知的障害者（ 497

人）

精神障害者（1206

人）

発達障害者（ 242

人）

障害者の職場定着率（支援制度の利用別）
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職場適応援助者（ジョブコーチ）の現状と課題に関するアンケート調査の概要 

 

１．調査の目的 

 ジョブコーチ養成研修修了者の活動や研修の活用状況等を把握し、養成研修等の見直

しの検討材料とする。 

 

２．調査対象者 

 ・各養成研修機関の研修修了者に対してアンケート調査を実施 

  H29～R1研修修了者 訪問型 1,721人、企業在籍型 2,037 人 計 3,658人 

  各機関ごとの対象者数は以下のとおり。 

    訪問型 企業在籍型 

計 1,721 2,037 

高齢・障害・求職者雇用支援機構 677 1,203 

ジョブコーチ・ネットワーク 423 397 

大阪障害者雇用支援ネットワーク 149 137 

くらしえん・しごとえん 244 249 

全国就業支援ネットワーク 50 0 

なよろ職親会 66 31 

南高愛隣会 112 20 

 

２．調査方法 

 ・Web調査を実施。修了者各自が Web調査サイトにアクセスし、回答。 

 ・各研修機関にご協力いただき、修了者に対して協力依頼を送付（メール又は郵送） 

 

３．調査時期 

  令和２年８月 

 

４．調査内容 

（１）基本属性 

性別、年代、養成研修の受講機関・時期、就労支援等の経験、担当業務 

【訪問型】所属機関の形態、機関／事業所／本人が行っている事業 

【企業在籍型】所属機関の業種、特例子会社か否か、雇用障害者の障害種別 

（２）ジョブコーチ支援等の業務について 

   期待される業務、業務状況、スキル不足を感じること 

関連資格の有無、助成金の活用の有無 

  【活動経験あり】JCと他業務の業務割合、JCとしての活動状況  

【活動経験なし】活動していない理由 

（３）ジョブコーチ研修について 

  研修の受講動機、全般的な効果、役立っている／役立っていない理由 

  各科目が役立っているか、見直した方が良い科目 

他研修の受講経験、今後受講したい研修科目、 

（４）制度に関するご意見 

研修、助成金、その他に関する意見（自由記述） 

資料２－２ 



 

 

研究会における論点（案） 

 

１．ジョブコーチに求められる役割・必要なスキル 

 

○ 障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方に関する研究会（平成21年3

月、以下「人材あり方研」という。）において、一般就労に向けた支援を行う

ための基本的な知識・スキル（就労支援の共通基盤）及び第１号・第２号ジョ

ブコーチの役割と必要な能力についてとりまとめている。10年以上経ち、変わ

ったところ、変わらないところ、新しく求められること、より重点が置かれる

ようになったことは何か。 

 

○ 変化したこと、新しく求められること、より重点が置かれるようになったこ

とを担うためには、どのようなスキルが必要か。またどのような方法で習得可

能なものか。 

 

２．ジョブコーチ養成研修のカリキュラムの見直し 

 

○ 現在の養成研修は、人材あり方研において、各専門人材の養成のためのモデ

ルカリキュラムを示したものをベースとしたカリキュラムになっている。１を

受け、変更すべき点、追加すべき点、より重点を置くべき点は何か。 

 

○ 養成研修は、４２時間以上（６～８日間）のカリキュラムで実習（１日）や

演習を多く含む内容となっている。日数・時間数のボリュームは適当か。 

 

○ 養成研修後のスキルアップ研修については、JEEDがサポート研修及びスキル

アップ研修を行っている他、大臣指定養成機関の中でも自主的に行っている機

関もある。スキルアップ研修はどういった位置づけにするのか適当か。また実

施する場合、どのような内容を含めることがよいか。 

 

３．ジョブコーチ養成研修の研修方法等の見直し 

 

○ 養成研修は、講義・演習・実習の形式で、集合形式で行っている。今般、コ

ロナ感染拡大予防の観点から、特例として、講義や一部の演習についてオンラ

イン形式での実施を計画しているところ。今度は、研修の質の担保を確保しつ

つ、今後どのような研修方法が考えられるか。 

 

○ 研修の質を担保するため、科目ごとに講師要件等を設けているが、現在の要

件は適当なものとなっているか。見直すべき点はあるか。 

資料３ 



 

 

 

４．その他 

 

○ ジョブコーチ養成研修修了者数と、助成金を活用して活動するジョブコーチ

数との乖離が年々広がっている。本研修は就労支援を行う者にとっては有用な

内容のため、障害福祉サービス事業の訓練等給付の加算対象にもなっていると

ころ。乖離を減らしていく方向を目指していくのがよいか、助成金を活用した

ジョブコーチの養成を主軸としつつ、就労支援の底上げをするために幅広い目

的の受講者を受け入れていくのがよいか。 

 

○ 現在の養成機関には、最大限養成をしていただいているところであり、これ

以上養成数の増加は見込めないところ。研修の受講ニーズに合ったキャパシテ

ィになっているか。仮に、研修機関を増やしていく必要がある場合、新しい研

修機関に求められることは何か。指定にあたって、留意すべき点はどのような

ことがあるか。 



 

 

 

研究会の公開の取扱いについて 

 

 
 

研究会は、原則公開とする。 

ただし、以下に該当する場合であって、座長が非公開とすること

が妥当であると判断した場合には、非公開とする。 

 

① 個人に関する情報を保護する必要がある。 

② 特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開する

と外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、率直な

意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるとともに、

委員の適切な選考が困難となるおそれがある。 

③ 公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や

憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 

④ 公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益

を及ぼすおそれがある。 

 

※ 上記①～④は、厚生労働省が定める「審議会等会合の公開に関す

る指針」における審議会等会合の公開に関する考え方に準拠する

もの 

参考資料１ 



 

職場適応援助者養成研修の現行カリキュラム 
 

 

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

ジョブコーチ養成研修カリキュラム（訪問型） 

 

・独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

ジョブコーチ養成研修カリキュラム（企業在籍型） 

 

・大臣指定のジョブコーチ養成研修カリキュラム（訪問型） 

 

・大臣指定のジョブコーチ養成研修カリキュラム（企業在籍型） 

 

 

参考資料２ 



区分 科　目 形態 内　　　　　容
時間
（分）

職業リハビリテーションの理念 講義 職業リハビリテーションの基本理念 60

就労支援のプロセス 講義 就労支援のプロセスにおける職場適応援助者による支援の位置づけ 60

訪問型職場適応援助者の役割 講義
訪問型職場適応援助者の職務及び職場適応援助者による援助の事業、職業リハビリ
テーション計画及び訪問型職場適応援助者による支援計画について

120

障害特性と職業的課題Ⅰ(知的障害・発達障害） 講義 知的障害及び発達障害の障害特性と職業的課題、支援方法 110

障害特性と職業的課題Ⅱ(精神障害） 講義 精神障害の障害特性と職業的課題、支援方法 110

障害特性と職業的課題Ⅲ（身体障害・高次脳機能障害・難
病）

講義 身体障害、高次脳機能障害及び難病の障害特性と職業的課題、支援方法 140

労働関係法規の概要 講義 労働基準法、最低賃金法等労働関係法規の概要 60

課題分析の理論 講義 課題分析の概念、内容、実施方法及び活用等 120

作業指導の実際Ⅰ
講義
演習

課題分析技法を活用した作業指導及び作業環境へのアプローチの方法 180

事業主支援の基礎理解 講義
企業の視点や企業文化、訪問型職場適応援助者による事業主支援の心構え、効果的
支援方法

90

職場における雇用管理の実際 講義 企業側から見た障害者雇用管理の現状と就労支援における企業ニーズ 120

企業へのアプローチと事業所における調整方法
講義
演習

企業へのアプローチ方法、事業所への働きかけと調整方法 120

ケースマネージメントと職場定着のための生活・家族支援 講義
ケースマネージメントの理念に基づく、職業生活を支える生活支援の考え方と方法、家
族への支援の考え方と方法。職業生活支援における企業の役割と関係機関の連携

60

支援記録の作成Ⅰ 講義 支援記録作成に関する基礎的事項 60

ケースから学ぶジョブコーチ支援の実際Ⅰ 事例研究 具体的支援事例の検討を通じての、訪問型職場適応援助者の職務及び支援技法 160

地域における関係機関の役割とネットワークの活用
講義

意見交換
関係機関の役割の理解と連携のあり方、関係機関への情報提供の仕方 60

アセスメントの視点と支援計画に関する理解
講義
演習

アセスメントの方法、支援計画及びフォローアップ計画の意味、内容、支援計画に基づ
く支援のあり方

180

作業指導の実際Ⅱ
講義
演習

課題分析技法を活用した作業指導及び作業環境へのアプローチの実践的方法 120

事業所における職場適応援助者の支援の実際 実習
事業所における支援の際の心構え、留意事項及び支援方法についての具体的理解
（事業所実習を通じての、事業所のアセスメント、課題分析等の演習、支援の実際）

420

支援記録の作成Ⅱ 演習 支援記録の作成方法と活用方法 60

ケースから学ぶジョブコーチ支援の実際Ⅱ 事例研究
具体的支援事例の検討を通じての、支援上の課題等の的確な整理方法、具体的支援
方法・技法

120

2,530

1,570

960

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ジョブコーチ養成研修カリキュラム（訪問型）】

                                                                                     うち、実技研修実施分

訪問型職場適応援助者養成研修カリキュラム

集
　
　
　
　
合
　
　
　
　
研
　
　
　
　
修

実
　
　
技
　
　
研
　
　
修

                                                                                    合　　計　　時　　間　　(　分　）

                                                                                     うち、集合研修実施分



区分 科　目 形態 内　　　　　容
時間
(分)

職業リハビリテーションの理念 講義 職業リハビリテーションの基本理念 60

就労支援のプロセス 講義 就労支援のプロセスにおける職場適応援助者による支援の位置づけ 60

企業在籍型職場適応援助者の役割 講義
企業在籍型職場適応援助者の職務及び職場適応援助者による援助の事業、職業リハビ
リテーション計画及び企業在籍型職場適応援助者による支援計画の活用

120

障害特性と職業的課題Ⅰ(知的障害・発達障害） 講義 知的障害及び発達障害の障害特性と職業的課題、支援方法 110

障害特性と職業的課題Ⅱ(精神障害） 講義 精神障害の障害特性と職業的課題、支援方法 110

障害特性と職業的課題Ⅲ（身体障害・高次脳機能障害・難病） 講義 身体障害、高次脳機能障害及び難病の障害特性と職業的課題、支援方法 140

労働関係法規の概要 講義 労働基準法、最低賃金等基本的な労働関係法規の概要 60

課題分析の理論 講義 課題分析の概念、内容、実施方法及び活用等 120

作業指導の実際Ⅰ
講義
演習

課題分析技法を活用した作業指導及び職場環境へのアプローチの方法 180

職場における雇用管理の実際 講義
障害者の雇用管理の現状と課題、職域開拓と職務の再構成やナチュラルサポート形成
の方法

120

事業所内における調整
講義
演習

事業所内における管理者、社員への理解の促進。ケース会議等を通じて関係者と合意形
成を図る方法

120

障害者福祉と就労支援 講義 障害者総合支援法における就労支援の位置づけ、障害の概念、社会福祉の視点等 90

ケースマネージメントと職場定着のための生活・家族支援 講義
ケースマネージメントの理念に基づく、職業生活を支える生活支援の考え方と方法、家族
への支援の考え方と方法。職業生活支援における企業の役割と関係機関の連携

60

支援記録の作成Ⅰ 講義 支援記録作成に関する基礎的事項 60

ケースから学ぶジョブコーチ支援の実際Ⅰ 事例研究 具体的支援事例の検討を通じての、企業在籍型職場適応援助者の職務及び支援技法 160

地域における関係機関の役割とネットワークの活用
講義

意見交換
関係機関の役割の理解と連携のあり方、関係機関への情報提供の仕方 60

アセスメントの視点と支援計画に関する理解
講義
演習

アセスメントの方法、支援計画及びフォローアップ計画の意味、内容、支援計画に基づく
支援のあり方

180

作業指導の実際Ⅱ
講義
演習

課題分析技法を活用した作業指導及び職場環境へのアプローチの実践的方法 120

事業所における職場適応援助者の支援の実際 実習
事業所内での指導等について（事業所実習を通じての、事業所のアセスメント、課題分析
等の演習、支援の実際）

420

支援記録の作成Ⅱ 演習 支援記録の作成方法と活用方法 60

ケースから学ぶジョブコーチ支援の実際Ⅱ 事例研究
具体的支援事例の検討を通じての、支援上の課題等の的確な整理方法、具体的支援方
法・技法

120

2,530

1,570

960

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ジョブコーチ養成研修カリキュラム（企業在籍型）】

                                                                                         うち、実技研修実施分

企業在籍型職場適応援助者養成研修カリキュラム

集
　
　
　
　
合
　
　
　
　
研
　
　
　
　
修

実
　
　
技
　
　
研
　
　
修

                                                                                        合　　計　　時　　間　　(　分　）

                                                                                         うち、集合研修実施分



訪問型職場適応援助者養成研修モデルカリキュラム

No 科目 共通／訪問型・
企業在籍型 内容 形態 時間数

①
職業リハビリテーションの
理念

共通 ・職業リハビリテーションの基本理念 講義 0.5～1

② 就労支援のプロセス 共通 ・就労支援のプロセス 講義 1～2

・職場適応援助者の制度と役割
・職場適応援助者の支援の流れ
・守秘義務と情報の共有化

講義 1～2

④ 障害特性と職業的課題 共通
・障害特性と職業的課題
・障害特性に応じた支援方法、就業支援事例

講義 3～5

⑤ 就労支援に関する制度 共通
・障害者雇用施策の概要
・労働基準法、最低賃金等基本的な労働関係法規の概要

講義 1～3

⑥ 職場における雇用管理 共通
・事業所における障害者の雇用管理の現状と課題
・就労支援における企業のニーズ

講義 1～2

⑦ 企業文化の理解 訪問型
・企業経営の基礎
・企業の視点や企業文化の理解
（可能であれば、企業の見学を行う）

講義
（見学）

1～3

・アセスメントの視点と方法
講義
演習

1～2

・支援計画の意味、内容と活用方法
・支援計画作成のためのアセスメント、プランニングの方法
・フォローアップ計画の意味と活用方法

講義
演習

2～4

⑨
企業へのアプローチと事
業所における調整方法

訪問型
・企業へのアプローチ方法
・事業所への働きかけと調整方法

講義
演習

2～4

⑩
事業所での支援方法の基
礎理解

共通

・具体的な支援の流れと方法
・職場環境アセスメント
・職域開拓と職務の再構成
・ナチュラルサポートの形成

講義
演習

3～6

⑪ 職務分析と作業指導 共通
・職務分析、工程分析
・わかりやすい伝え方
・ジグや道具の活用と作業改善の提案

講義
演習

4～6

⑫ 支援記録の作成 共通 ・支援記録の作成方法と活用方法
講義
（演習）

1～3

⑬
地域における関係機関の
役割とネットワークの活用

共通
・雇用、福祉、教育等地域の関係機関の役割
・関係機関の役割分担と連携のあり方
・関係機関への情報提供の仕方

講義 1～2

⑭
ケアマネジメントと職場定
着のための生活・家族支
援

共通

・ケアマネジメントの理念
・職業生活を支える支援の考え方と方法
・家族への支援の考え方と方法
・職業生活支援における企業の役割と関係機関との連携

講義 1～3

⑮
ケースから学ぶジョブコー
チ支援の実際

共通
・ジョブコーチ支援の一連のプロセスを含むモデル事例を通じ、支
援の方法を学ぶ

事例研
究

2～4

⑯
事業所における職場適応
援助者の支援の実際

共通

（必要に応じて、1時間程度の事前指導を行う）
・事業所実習
・事業所における雇用管理の理解
・事業所のアセスメント演習
・仕事の伝え方、職務分析等の実習

実習 7～8

【大臣指定のジョブコーチ養成研修カリキュラム（訪問型）】

講義 1～2

③

⑧
アセスメントの視点と支援
計画に関する理解

訪問型職場適応援助者の
役割

共通、
訪問型

共通、
訪問型

・訪問型職場適応援助者の役割
・支援者の視点やアプローチの手法、支援のプロセス
・ケース会議の開催と留意事項



企業在籍型職場適応援助者養成研修モデルカリキュラム

No 科目 共通／訪問型・企業在籍型 内容 形態 時間数

①
職業リハビリテーションの
理念

共通 ・職業リハビリテーションの基本理念 講義 0.5～1

② 就労支援のプロセス 共通 ・就労支援のプロセス 講義 1～2

・職場適応援助者の制度と役割
・職場適応援助者の支援の流れ
・守秘義務と情報の共有化

講義 1～2

④ 障害特性と職業的課題 共通
・障害特性と職業的課題
・障害特性に応じた支援方法、就業支援事例

講義 3～5

⑤ 就労支援に関する制度 共通
・障害者雇用施策の概要
・労働基準法、最低賃金等基本的な労働関係法規の概要

講義 1～3

⑥ 職場における雇用管理 共通
・事業所における障害者の雇用管理の現状と課題
・就労支援における企業のニーズ

講義 1～2

⑦ 社会福祉の現状
企業在
籍型

・障害者自立支援法における就労の位置付け
・障害の概念、社会福祉の視点等
（可能であれば、就労移行支援事業所等の見学を行う）

講義
（見学）

1～3

・アセスメントの視点と方法
講義
演習

1～2

・支援計画の意味、内容と活用方法
・支援計画作成のためのアセスメント、プランニングの方法

講義
演習

2～4

⑨ 事業所内における調整
企業在
籍型

・事業所内における管理者、社員への理解の促進
・ケース会議等を通じて関係者と合意形成を図る方法の理解

講義
演習

2～4

⑩
事業所での支援方法の基
礎理解

共通

・具体的な支援の流れと方法
・職場環境アセスメント
・職域開拓と職務の再構成
・ナチュラルサポートの形成

講義
演習

3～6

⑪ 職務分析と作業指導 共通
・職務分析、工程分析
・わかりやすい伝え方
・ジグや道具の活用と作業改善の提案

講義
演習

4～6

⑫ 支援記録の作成 共通 ・支援記録の作成方法と活用方法
講義
（演習）

1～3

⑬
地域における関係機関の
役割とネットワークの活用

共通
・雇用、福祉、教育等地域の関係機関の役割
・関係機関の役割分担と連携のあり方
・関係機関への情報提供の仕方

講義 1～2

⑭
ケアマネジメントと職場定
着のための生活・家族支
援

共通

・ケアマネジメントの理念
・職業生活を支える支援の考え方と方法
・家族への支援の考え方と方法
・職業生活支援における企業の役割と関係機関との連携

講義 1～3

⑮
ケースから学ぶジョブコー
チ支援の実際

共通
・ジョブコーチ支援の一連のプロセスを含むモデル事例を通じ、支
援の方法を学ぶ

事例
研究

2～4

⑯
事業所における職場適応
援助者の支援の実際

共通

（必要に応じて、1時間程度の事前指導を行う）
・事業所実習
・事業所における雇用管理の理解
・事業所のアセスメント演習
・仕事の伝え方、職務分析等の実習

実習 7～8

【大臣指定のジョブコーチ養成研修カリキュラム（企業在籍型）】

講義 1～2

アセスメントの視点と支援
計画に関する理解

共通、企業在籍型

③

⑧

企業在籍型職場適応援助
者の役割

共通、企業在籍型

・企業在籍型職場適応援助者の役割
・支援者の視点やアプローチの手法、支援のプロセス
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ジョブコーチ支援制度と養成研修に関するこれまでの検討経緯 

 

 

主な経緯資料 

 

① 地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書（平成 24年８月３日） 

② 平成 25年障害者雇用分科会意見書（平成 25年３月 14日） 

③ 地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書（第 2次）（平成 26年３月４日） 

④ 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書（平成 30年７月 30日） 

 

 

ジョブコーチに関する記述 

 

① 地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書（平成 24年８月３日） 

 

Ⅰ 平成 19年以降の障害者を取り巻く雇用情勢、就労支援等の動向 

第３ 地域の就労支援体制強化の動向 

○ ジョブコーチについては、地域障害者職業センターのジョブコーチの 23 年度の支援者

数は 3,342 人(対 18 年度比 1%増)となっており、支援終了後 6ヶ月経過後の職場定着

率は 87.4%(同 3.1 ポイント増)と高い効果を上げている。 また、障害種別にみると、

知的障害者が半数(48.8%)を占めているものの、 その割合は低下(同 22.3 ポイント減)

しており、精神障害者及び発達障害等 その他の障害者の割合が増加している(それぞれ 

22.0%、5.5 ポイント増、 22.4%、18.5 ポイント増)。 

また、1号ジョブコーチについては、平成 23 年度末現在 777 人(対 18 年度 比 262 

人増)、2号ジョブコーチについては、120 人(同 97 人増)となっており、1号ジョブコ

ーチのみによる支援は 939 件(同 148%増)となっている。 

 

Ⅲ 地域の就労支援の在り方 

第２ 中小企業等が安心して障害者雇用に取り組むために、地域において各就労支援機関

等に求められる役割 

５ ジョブコーチに求められる役割 

○ ジョブコーチ（職場適応援助者）については、平成 19 年報告書において、「直接職場に

出向いて、障害者及び事業主双方に対し、仕事の進め方やコミュニケーション等の職場

で生じる様々な課題や職場の状況に応じて、課題の改善を図るための支援を一定期間で

集中的に行っている。このようなジョブコーチ支援は、障害者の円滑な就職と職場への

適応を進める上で、きわめて有効な方策である」とされたところである。 

○ ジョブコーチの重要性は、今後ますます高まると考えられるが、企業や障害者等の様々

なニーズに的確に対応するため、今後は、以下の課題を踏まえ、今後のジョブコーチ制

度の見直しについて検討すべきである。 

・ ジョブコーチの養成に当たっては、単に養成数を増やすだけではなく、質の確保に努め

るとともに、研修修了者のジョブコーチとしての活動促進を図ることが必要であること。 

・ 視覚障害者や聴覚障害者の職場適応を支援するため、手話ができるジョブコーチや視覚

障害の特性に対応できるジョブコーチが必要であること。 

・ 一定の活動実績があるジョブコーチが安定して支援でき、より高度な専門性を発揮でき

参考資料４ 
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るようにすることが必要であること。 

 

第５ 就労支援を担う人材の育成 

○ また、一定の活動実績があるジョブコーチが安定して支援でき、より高度な専門性を発

揮できるようにすることが課題である。 

○ さらに、専門人材の育成ばかりでなく、障害者の一般就労に向けた支援に直接携わらな

いまでも、障害者が潜在的に持っている働く意欲を引き出し、必要な時期に一般就労に

向けた支援につなぐことができるよう、就労支援を担う人材の裾野の拡大を図っていく

ことも課題である。 

○ 上記課題に加え、人材育成に関しては「障害者の一般就労を支える人材の育成のあり方

に関する研究会」（厚生労働省：平成 21 年 3 月）で指摘された、就労支援のキャリア形

成を踏まえた育成、大学教育における取組、処遇等のあり方といった今後の課題等も踏

まえ、引き続き検討することが必要である。 

 

 

② 平成 25年障害者雇用分科会意見書（平成 25年３月 14日） 

 

第 3 地域の就労支援の強化 

(1) 障害者雇用促進制度の見直しを踏まえた支援の強化 

今後、障害者雇用促進制度の見直しを行うことに伴う事業主の様々な負担を考慮し、

経済的な支援や人的支援の拡充や地域の就労支援機関の体制の強化を含め、雇用支援の

充実を図る必要がある。その際、真に必要な支援策に重点化する等メリハリを付けた取

組が求められる。 

なお、障害者就業・生活支援センター制度やジョブコーチ制度については、企業等から

のニーズが高い一方で、量的な拡大・質的な充実双方の面から課題を抱えていることか

ら、障害者雇用促進制度の見直しも踏まえつつ、両制度の在り方について検討すること

が必要である。 

 

 

③ 地域の就労支援の在り方に関する研究会報告書（第 2次）（平成 26年３月４日） 

 

Ⅱ ジョブコーチについて 

 ジョブコーチは、障害者の職場適応を容易にするため、直接職場に出向いて、障害者及

び事業主双方に対し、仕事の進め方やコミュニケーション等の職場で生じる様々な課題

の改善を図るための支援を行うものであり、障害者の円滑な就職と職場への適応、その

後に発生する多様な課題への対応を図る上で、極めて有効な方策であり、今後とも、そ

の充実・強化が必要である。 

第１ ジョブコーチの対応能力の向上 

１ 特定の障害への対応強化 

（１）研修の充実 

○ 近年、雇用される精神障害者の数が増え、企業からの支援の要請も増えているが、精

神障害者は、身体障害者や知的障害者に比べ、就職時の作業支援等の作業上の課題への

対応に加え、職場内でのコミュニケーションの確保や生活支援といった支援が必要な場

合が多い。また、症状に波があり、入職直後だけでなく一定期間経過後にも課題が発生
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することが多いため、課題の早期発見・早期対応と継続的なフォローアップが重要であ

る。 

○ このため、このような精神障害者の障害特性を踏まえたジョブコーチ支援が必要であ

り、ジョブコーチ研修において精神障害に関する内容の充実・強化が求められる。 

（２）医療機関との連携 

○ 障害が理解されにくく、個人差もあるとともに症状に波のある精神障害者の支援に関

しては、障害者本人が就業生活上の相談機関として医療機関を頼りにしているケースも

多く、また、障害者を雇用している企業においてもその雇用管理にあたって就労支援機

関を通じて医療機関からの助言を必要とする場合も多いことから、こうした医療機関を

活用した支援も必要である。しかし、医療機関に就労に関する十分な知識がなく、適切

な就労支援を行うことができない場合もある。 

○ 現在、国において、医療機関による就労支援の取組や医療機関と連携して就労支援を

行う取組を促進するためのモデル事業が行われており、今後、この中で得られる支援ノ

ウハウ等の成果について医療機関等に対して普及を図っていくことも重要である。 

（３）専門家の活用促進 

○ 精神障害者については、上述のような特徴があるが、医療機関に勤務する精神保健福

祉士（ＰＳＷ）等が医療から就労への移行にあたっての支援を行う取組をさらに促すと

ともに、実効性を高めていくことが望まれている。 

○ このため、医療機関にいる精神保健福祉士（ＰＳＷ）等の専門家がジョブコーチとし

ての役割を果たすために必要な知識を取得しやすい仕組みの構築が求められる。 

○ また、第１次研究会において視覚障害者や聴覚障害者の障害特性に対応できるジョブ

コーチの必要性が指摘されたところであるが、これらの障害への対応には、精神障害者

に対するものと同様に、当該障害や支援方法等についての知識を有する障害者支援機関

又は専門家の活用が有効であり、具体的には視覚障害者、聴覚障害者の支援団体等に所

属する専門家が、ジョブコーチとして活動することを容易にすることが求められる。 

○ さらに、精神障害者の支援では精神障害に対する専門的な知見が、視覚障害者の支援

では就労支援機器・ソフトの活用が、聴覚障害者の支援では手話通訳等の活用が必要と

なることが多いため、ジョブコーチがこうした知見等の取得が望ましいものの、まずは

必要なときにジョブコーチが上記のような専門家を活用できる体制を構築することが必

要である。 

 

２ ジョブコーチの支援能力の向上 

○ ジョブコーチの中には、経験日数が短い、支援を行った障害種別に偏りがある等の理

由によりジョブコーチ支援に関する指導・助言を希望する者も存在している。今後、障

害者の就労支援がますます重要になっている中、こうした経験の浅いジョブコーチの支

援能力の向上が必要である。また、障害者の就労支援を行う際には、障害者が就業する

個々の企業文化をよく理解し、企業と障害者の橋渡し役となることが必要であるが、経

験の浅いジョブコーチは企業側の立場、業務内容や組織運営に対する理解が不十分であ

るとの指摘もある。他方、多くの支援経験を積んだジョブコーチは、企業や障害者が抱

える課題に対して的確に判断し、必要な支援を選択、提供することが期待できる。 

○ このため、経験豊富なジョブコーチが指導・助言を行うことにより、経験の浅いジョ

ブコーチの支援能力の向上を図ることが有効と考えられ、経験豊富なジョブコーチに地

域のジョブコーチへの指導・助言を行う機能を持たせることが必要である。 

○ また、現在、第１号ジョブコーチの活動状況をみると、地域的な偏在があり、経験年
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数の短い者が多くなっている。こうした中、地域内の企業のジョブコーチ支援等のニー

ズへの対応能力の底上げを図るには、経験豊富なジョブコーチが地域に継続して配置さ

れるようにすることが重要である。どの地域においても経験豊富なジョブコーチが地域

のジョブコーチへの指導・助言を行う体制を構築することが効果的であり、障害保健福

祉圏域ごとに存在し、地域の就労支援についてコーディネート機能を果たす障害者就業・

生活支援センターに経験豊富なジョブコーチを配置することが最も有効と考えられる。 

○ さらに、個々のジョブコーチの支援能力の向上に関しては、養成研修後に受講できる

支援スキル向上研修について、精神障害に対応したカリキュラムの設定による研修の新

設、民間養成機関等による実施等、より効果的な実施方策を検討する必要がある。なお、

近年、発達障害、高次脳機能障害、難病等により支援を必要とする者が増加しているこ

とから、これらの障害についても対応できるよう研修を充実する必要がある。 

 

第２ 企業のニーズへの対応 

○ 企業から支援要請があった場合、その要請に迅速に対応することが求められるが、こ

れは問題が大きくなる前に対処する意味においても重要である。このため、就労支援機

関は、迅速に支援に入り、課題を特定し、必要な支援を行う又は解決に必要なコーディ

ネートを行う事が求められる。なお、就労支援機関への相談は、障害者本人やその家族

等からなされる場合もあるが、こうした場合も、迅速な対応が求められることに変わり

はない。 

○ 企業において、そのような支援ニーズが発生した場合、まずはハローワーク、就労移

行支援事業所や特別支援学校等の送り出し機関に連絡すると考えられ、送り出し機関が

これまでの支援経過を踏まえて迅速に支援することが求められる。 

○ しかしながら、送り出し機関では対応が困難であったり、そもそも特定の送り出し機

関を利用していない障害者について課題が生じた場合、企業がどこに相談すべきかわか

らないこと等があるため、そうした場合の第一時的な相談窓口機能を障害者就業・生活

支援センターが担うことを明確にすることが重要である。 

○ また、企業から支援要請を受けた障害者就業・生活支援センターは迅速に対応する必

要があるが、その際、課題の特定、その内容の分析及び支援策の選定を行うとともに、

必要に応じ支援策に対応した他の支援機関等との連携のコーディネートを行うことが必

要となる。これらを迅速かつ的確に行うためには、経験豊富なジョブコーチのような障

害者の支援に関する十分な知識と経験を持つ者がこれにあたることが適当である。 

○ さらに、既に、ジョブコーチ支援を受けたことのある障害者について、フォローアッ

プ機関終了後に新たに課題が発生した場合、企業や本人等からはフォローアップ機関経

過後であっても最初に支援を行ったジョブコーチの所属機関に連絡があることが多い。

このようなフォローアップ期間経過後の再支援の迅速化を引き続き図っていく必要があ

る。 

○ なお、障害者の就労促進に当たっては、企業にとって身近な存在であるハローワーク

が重要な役割を果たすものであるため、その支援能力の向上を引き続き図ることが求め

られる。 

 

第３ ジョブコーチ養成促進 

１ 養成研修関係 

○ ジョブコーチ支援の充実にはその養成が量的にも促進されることが必要である。ジョ

ブコーチになるには、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行う研修又は厚
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生労働大臣が定める養成研修のいずれかを受講するが、ジョブコーチの養成促進に当た

っては、受講者が当該研修を受講できる機会の拡大が望まれる。ただし、受講機会の拡

大に当たっては、ジョブコーチ研修の質を担保することに留意しなければならない。 

○ まず、研修に要する時間についてみると、現在、連続した６日間程度の研修となって

おり、受講希望者の負担となっているとの意見がある。そのため、研修の受講方法の柔

軟化を検討する必要がある。 

○ 養成研修については、開催場所に偏りがあるところ、ジョブコーチの活用を促進する

観点から、一定の期間ごとに受講しやすい場所で開催されるようにすることが望まれる。 

○ 一定期間ごとに受講しやすい場所で養成研修が行われるようにする方法として、厚生

労働大臣の定める養成研修を増やすことが考えられる。当該養成研修を増やすには養成

研修機関の指定要件の見直しも検討課題となるが、その際は、研修の質を一定以上に保

つことが必要不可欠である。 

○ また、ジョブコーチ支援が、企業において就労する障害者の定着に非常に有効である

ことを考慮すれば、養成促進の前提として、企業にジョブコーチ活用の有効性・重要性

について理解を深めてもらうことも重要であり、こうした啓発を進めていくことも必要

である。 

 

２ 企業内でのジョブコーチ活用促進 

○ ジョブコーチ支援に当たっては、企業内の文化等に通じていることが望ましく、その

観点からは企業内で活動するジョブコーチの活用が図られることがより効果的である。

しかし、企業内のジョブコーチ配置はあまり進んでいない状況にある。 

○ 企業内で活動するジョブコーチの養成研修については、現在は、過去に障害者支援に

関与したことがある者を対象にジョブコーチに養成することを行っているが、新たに障

害者雇用に取り組み始めた企業等であっても、こうした知識を獲得することは有用であ

り、養成研修の受講資格要件の緩和等を図る必要がある。 

○ 一方、障害者を５人以上雇用する企業については、雇用されている障害者の職業生活

に関する相談及び指導を行う障害者職業生活相談員を配置することが法律上義務付けら

れており、こうした企業ではすでに障害者支援の知識と経験を有する者が存在している。 

○ 企業内でのジョブコーチの活用促進に当たっては、このような障害者支援の知識と経

験を有する障害者職業生活相談員の専門性をさらに高め、ジョブコーチとしての役割を

果たせるように促すことも重要である。 

○ なお、企業がジョブコーチの知識を有する者を配置するに当たっては、企業内の人材

にジョブコーチ研修を受講させる方法のほかに、地域障害者職業センターの配置型ジョ

ブコーチであった者や、社旗福祉法人等にいる第１号ジョブコーチであった者を採用す

る方法もある。 

○ 加えて、第１号ジョブコーチと第２号ジョブコーチでは、それぞれ異なった強みや特

徴を有していることから、両者の交流等を図り、ジョブコーチ全体の支援能力の向上を

図ることも重要である。 

○ また、ジョブコーチ支援は、職場適応援助者助成金の対象となり得るが、本研究会に

おいて示された全体的な方向性を踏まえつつ、この助成金について引き続き見直しの検

討を進めていくことが望まれる。 

 

 

④ 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書（平成 30年７月 30日） 
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Ⅲ 多様な働き方のニーズ等に対応した障害者の雇用の質の向上に向けた取組の推進 

３．安心して安定的に働き続けられる環境の整備 

③地域における就労支援体制の機能強化 

○ ジョブコーチについては、精神障害者等の職場定着が課題となる中、精神障害者等を雇

用する企業にとっては企業内で直接的に支援を行っていくことの効果が認識されている 

こと等から、研修の受講ニーズが高まっており、今年度から、独立行政法人高齢・障害・ 

求職者雇用支援機構におけるジョブコーチの養成数を倍増させたところである。養成に

当たっては、特に企業在籍型のジョブコーチが引き続き能力の醸成を図れるよう、フォ

ローアップ研修の積極的な活用やネットワークの構築・活用等を進めていく必要がある。

また、精神・発達障害、聴覚障害や視覚障害等について、ジョブコーチのフォローアッ

プ研修等を活用して、それぞれの支援対象者に応じた専門的な知見を修得できる場を整

備していく必要がある。 

 


